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○午後１時００分開会 

○高橋（伸）委員長 

 ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。 

 本日の予定は、お手元に配付してございます予定表のとおりでございます。 

                                              

１ 議会構成等について 

 ⑴ 役職改選について 

○高橋（伸）委員長 

 まず、予定表１の議会構成等についてのうち、⑴役職改選についてを議題に供します。 

 それでは、局長よりご説明願います。 

○大澤区議会事務局長 

 資料№１をご覧ください。各会派から５月８日までにご報告のありました各役職のご氏名につきまし

て、一覧にしてございますので、ご確認をお願いいたします。 

 なお、こちらの一覧表につきましては、行政にも適宜情報提供いたしますので、ご承知おきいただけ

ればと存じます。 

○高橋（伸）委員長 

 説明が終わりました。 

 それぞれ期日までのご報告にご協力をいただきまして、ありがとうございました。 

 それでは、資料№１につきましては、それぞれお名前等のご確認はよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑵ 議席について 

 ⑶ 議員控室について 

○高橋（伸）委員長 

 次に、⑵議席について、および⑶議員控室についての２件を一括して議題に供します。 

 これら２件につきましては、このたびの会派変更に伴う変更について確認いただくものであります。 

 それでは、これら２件について、局長より一括して説明願います。 

○大澤区議会事務局長 

 ⑵の議席について、資料№２－１および２－２をご覧ください。２－１が現行の議席でございます。

今回、自民の構成員変更により、資料№２－２のとおり、４列目に自民の席が１つ増え、公明、品改お

よび無所属議員２名が１つずつずれることになります。変更が生じる会派は、来週２１日火曜日の正午

までに議席変更届のご提出をお願いいたします。 

 次回の議運で氏名の入った議席表を確認していただき、２７日の本会議の際、変更後の議席表を配付

し、指定する予定です。 

 続きまして、⑶会派控室について、資料№３をご覧ください。会派の変更に伴うレイアウト案でござ

います。４階無所属控室２が１人減り、自民の人数が増えるため、資料をおめくりいただきまして、５
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階の議員応接室の奥のスペースを自民に使っていただくことになります。各控室の面積と、括弧内に１

人当たりの面積を記載してございます。 

○高橋（伸）委員長 

 説明が終わりました。本件についてご質疑等ございましたら、ご発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 それでは、議席の変更および議員控室について、ただいまの局長の説明のとおりでよろしいでしょう

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 それでは、さよう決定いたします。 

 なお、議席の変更届については、先ほどの説明にもありましたが、議会運営委員会終了後、お配りし

ますので、５月２１日火曜日正午までに事務局へご提出いただきますようお願いいたします。 

                                              

 ⑷ 常任・議運・特別委員会の構成について 

○高橋（伸）委員長 

 次に、⑷常任・議運・特別委員会の構成についてを議題に供します。 

 それでは、本件について、局長より説明願います。 

○大澤区議会事務局長 

 資料№４をご覧ください。こちらは、令和５年度における常任委員会の委員数となってございます。

定数につきましては、品川区議会委員会条例第２条に基づき、各委員会８名ずつです。 

 次に、資料№５、同じく令和５年度の議会運営委員会の一覧です。議運の定数は、委員会条例第４条

第２項により、１３名となっております。 

 次に、資料№６、令和５年度における特別委員会の選出一覧です。定数につきましては、委員会条例

第５条第２項により、議会の議決で定めるとされておりますが、令和６年度の定数については、４

月１５日の議会運営委員会で、それぞれ１３名と確認されております。 

 次の資料№７が、委員届の様式でございます。本日、令和６年度の委員会構成についてご確認いただ

きましたら、氏名報告を２１日火曜日正午までに事務局にお願いいたします。 

○高橋（伸）委員長 

 局長の説明が終わりました。 

 まず、令和６年度の常任委員会の委員構成につきましては、令和５年度の構成を基に、現在の議会構

成を踏まえて委員長案を作成いたしましたので、お配りいたします。 

 なお、この後の議会運営委員会および特別委員会の委員構成の確認で使用する委員長案も併せて配付

させていただきます。 

〔資料配付〕 

 お手元に配付しました資料№４－２でございますが、委員会全体のバランスも考慮しながら調整いた

しました。 

 それでは、本件についてご意見等ありますでしょうか。 

○安藤委員 
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 進め方なのですが、議運が急遽５月２２日に予定されているようですけれども、今日、この構成につ

いての議論と決定の進め方について、ご説明いただければと思います。 

○高橋（伸）委員長 

 本日は皆様からご意見を頂戴して、本日の議運で決定したいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

○安藤委員 

 お示しいただいた案なのですけれども、案ということで今見ているわけですが、共産党としては、文

教委員会を希望したいと思っていまして、今お示しされている文教に振り分けられている皆さん、会派

とかがあると思うのですけれども、次回の２２日までに少し希望なども伺って、もし先方が、いいです

よと。共産党の、具体的には区民委員会のところなのですけれども、区民委員会と希望が一致して、交

換ということになれば、次回、そのようにしたいので、今日についてはこれは案ということで承ってお

きたいと思っています。 

○高橋（伸）委員長 

 ありがとうございます。これは議会運営に関することなので、本日中にこの案をまとめたいと思いま

すので、安藤委員が今おっしゃられた件については、本日中に案から正式に決めたいと思いますので、

これからまたご審議をどうぞよろしくお願いいたします。 

○安藤委員 

 次回、２２日にあるので、さらに本会議の前に議運があるので、仮の決定としてはいいかもしれない

ですが、仮に文教委員会に所属されている自民党、公明党、未来、維新、無所属の中で、それでしたら

交換してもいいですよというところがあれば、次回にそういったことも含めて確認していただきたいと

思っていますので、ぜひお願いしたいのです。この場に自民党、公明党、未来もいるので、だったら、

共産党の区民委員会のところと交換しても構いませんというところがあれば、ぜひこの場でも言ってい

ただけたらありがたいのですけれども、もしなければというか、まだ少し猶予があるので、丁寧に進め

ていただきたいと思っています。 

○高橋（伸）委員長 

 ２７日に臨時会がございます。ついては、本日中に決定をしないと、事務局の都合もありますので、

本日中に決めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ほかに何かご意見がございましたら、よろしくお願いします。 

○安藤委員 

 ２２日に議会運営委員会が入っているので、私は言っているのです。次回が２２日。臨時会の前の議

運しかなければ、少なくとも構成についてはここで決めるということが必要だと思うのですけれども、

次回と２回あるのです。ですから、私は、交渉というか、相手があることなので、応じてくれるとは限

らないし、難しいとは思っていますけれども、私たちとしては、文教委員会にもやはり委員を希望して

いるということもあるので、できれば、ぎりぎりまでそういった努力はしていきたいと思う。時間もあ

るということなので、そこは丁寧にぜひ進めていただきたいし、日程を見ますと、今日決定しなくては

いけないという理由はないと思うのです。ですから、私たちはそのように言っております。 

○須貝委員 

 安藤委員、区民から文教に移りたいということならば、文教に入れていただいて、無所属の方にこち

らに移ってもらうという形で、今日、取りまとめられればいいのではないのでしょうか。ほかの会派、
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要は各会派構成でいろいろ皆さん考えられて、つくっていることです。ですから、委員会をその中で変

えるというのは、なかなかここで即決などというのは難しいし、また時間もかかってしまうので、それ

だったら、無所属の方には恐縮ですけれども、枠を、無所属の方を１つ区民委員会と交換してもらって

やれば、何ら問題はない。今日皆さんの意見が一致すれば。それでまた先延ばし先延ばしとなると、取

りまとめが、今度、委員長も大変だと思うので、そのようにしたいと明確に委員長に申し上げれば、お

願いすればいいのではないのでしょうか。駄目ですか。 

○安藤委員 

 ありがとうございます。今、委員長の案も尊重というか、した上で、これで一旦案として承るのです

けれども、ただ、仮に文教委員会に入る無所属や、あるいは維新の方、あるいはほかの自民、公明、未

来の方もそうなのですけれども、いいですよと。区民委員会のところと替わってもいいですよという方

がもしいれば、そうしたら、そのとき改めて次回にそのことも含めて報告をして決定すればいいのでは

ないですかということなのです。もちろんこの場で、文教委員会に、こちらに入れてくださいというこ

とを言ってもいいのですけれども、委員長案を尊重しているというか、丁寧に言っているのですけれど

も。 

○須貝委員 

 ご自分の希望を言って、無所属の方は様々な方がいらっしゃるのだから、例えば、文教が減って区民

に移ったとか、どのようにするのか、構成をまたシャッフルするのは、数からいうと難しい点はあるの

ですけれども、一応、そういう方向で考えられたらいいのではないですか。これ、数が増えると、逆に

難しくなるのかな。すみません、計算はしていないのですけれども、希望は希望で言って、無所属の方

は無所属の中で、皆さんがそれぞれ意見を出し合って、そこで新しい委員会に配属するという形を取れ

ばいいのではないかという気がするのですけれども、すみません、委員長が最終的に決めるということ

で。 

○高橋（伸）委員長 

 ありがとうございます。繰り返しになりますけれども、案としては、全体のバランスを考えた、考慮

した上でお示しをさせていただきました。ついては、各会派からもいろいろ、各会派によってそれぞれ

主張があると思いますけれども、今おっしゃられている安藤委員のことも一定のことは分かりますが、

全体のバランスを考えてこういう案を示させてもらいましたので、これで本日決めたいと思いますけれ

ども、ほかに皆さん、意見があれば、よろしくお願いいたします。 

○せりざわ委員 

 今、共産党からもいろいろお話があって、主張としては主張されていいのだと思うのですけれども、

入りたい委員会があって、抜けたい委員会があってというのがあって、今、委員長からもバランスを見

てというお話をいただいているので、そもそも私たちとしてはこの案のとおりで結構ですし、スケ

ジュールのところも、なかなか自分たちの思うようにいかないから丁寧にというのは少しむちゃなのか

と思っているので、委員会構成のバランスもそうですし、スケジュール感というところも、委員長がそ

れぞれいろいろ考えてお出しされて、今日結論を出したいとおっしゃっていただいているのだと思うの

で、ぜひこのまま今日進められればと思います。 

○高橋（伸）委員長 

 ありがとうございます。 

 ほかにございますか。 
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○山本委員 

 当会派も、委員長案と、それから、委員長の進め方で異論ありません。 

○塚本委員 

 公明党といたしましても、この委員長案で結構だと思っております。 

○安藤委員 

 案として出されて、議運の場に私たちはいるので、私たちの会派の希望を伝えたということなのです。

できればそのようにしてもらえればということで提案させていただいたものでございますので、そこは

ご理解いただければと思います。 

○高橋（伸）委員長 

 よろしいですか。どうもありがとうございます。 

 それでは、ほかにございますか。 

 それでは、ほかにないようですので、本年度の常任委員会の構成は、資料№４－２のとおりでよろし

いでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 ありがとうございます。それでは、常任委員会の委員構成はこのようにさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、令和６年度の議会運営委員会の委員構成につきましては、先ほどお配りした令和６年度案の資

料№５－２をご覧ください。 

 こちらは、比例配分に基づき、委員長案としてお示ししております。 

 それでは、本件についてご意見等ありますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 ありがとうございます。それでは、さよう決定いたします。 

 次に、特別委員会ですが、４月１５日の議運において、令和６年度の特別委員会の名称が決定し、ま

た、設置数についても、令和５年度と同じ２特別委員会と決定いたしました。 

 令和６年度の特別委員会の委員構成につきましては、先ほどお配りした令和６年度案、資料№６－２

をご覧ください。 

 こちらも比例配分に基づき、委員長案としてお示しをしております。 

 それでは、本件についてご意見等ありますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 ないようですので、本年度の特別委員会の構成は、資料№６－２のとおりでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 ありがとうございます。それでは、特別委員会の委員構成はこのようにいたしますので、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、常任・特別・議運の構成が決定しましたので、各委員の氏名につきましては、資料№７の

委員届により、５月２１日火曜日の正午までにご提出いただきまして、次回の議会運営委員会で確認し
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ますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、次回の議会運営委員会ですが、議会構成等についての確認を行う必要がございますので、５

月２２日水曜日午後１時から、追加で議会運営委員会を開催させていただきたいと思っております。各

会派におきましては、ご予定のほどよろしくお願いいたします。 

 次に、常任・特別委員会の正副委員長の互選の方法ですが、投票による互選、つまり、選挙というこ

とでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 それでは、さよう決定いたします。 

 また、議会運営委員会につきましては、正副委員長は大会派順ということで、委員長は自民、副委員

長は公明および未来でご確認いただきたいのと、正副互選につきましては、指名推選ということで行い

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑸ 附属機関等議会選出委員の推薦について 

○高橋（伸）委員長 

 次に、⑸附属機関等議会選出委員の推薦についてを議題に供します。 

 それでは、本件について局長より説明願います。 

○大澤区議会事務局長 

 資料№８をご覧ください。令和５年度の附属機関等議会選出委員の割振表で、計３６名となってござ

います。 

 令和６年度につきましては、５月９日付で区長より推薦依頼があり、推薦人数は前年度と同様です。 

 なお、割り振り方法ですが、推薦人数を議員数で割った係数に各会派の議員数を掛けて算出した数値

を基にしております。 

○高橋（伸）委員長 

 局長の説明が終わりました。 

 令和６年度の附属機関等の議会選出委員につきましては、先ほど局長よりご説明のありました割り振

り方法に基づき、委員長案として令和６年度案を作成しましたので、お配りいたします。 

 なお、この後の土地開発公社議会選出評議員、公益財団法人議会選出評議員および議会改革検討会議

の確認で使用する委員長案も併せて配付させていただきます。 

〔資料配付〕 

 お手元に配付しました資料№８－２につきまして、ご意見等ございましたらご発言願います。よろし

いですか。 

 ないようですので、本年度の附属機関等の議会選出委員の構成は、資料№８－２のとおりでよろしい

でしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○高橋（伸）委員長 

 ありがとうございます。それでは、附属機関等の議会選出委員の構成はこのようにいたしますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、附属機関等の議会選出委員の氏名につきましては、資料№９の委員届により、５月２１日

火曜日の正午までにご提出いただきまして、次回、５月２２日の議会運営委員会で確認いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑹ 土地開発公社議会選出評議員の推薦について 

○高橋（伸）委員長 

 次に、⑹土地開発公社議会選出評議員の推薦についてを議題に供します。 

 それでは、本件について局長より説明願います。 

○大澤区議会事務局長 

 資料№１０をご覧ください。令和５年度の割振表です。令和６年度につきましては、４月２４日付で

区長より推薦依頼があり、令和５年度と同様、１０名となっております。 

 割り振り方法としましては、議長は充て職となってございますので、９名の推薦人数を議員数で割っ

た係数に各会派の議員数を掛けて算出した数値を基にしております。 

○高橋（伸）委員長 

 局長の説明が終わりました。 

 令和６年度の土地開発公社の議会選出評議員の構成につきましては、先ほどお配りした資料№１０

－２をご覧ください。先ほど局長より説明のありました割り振り方法に基づき、委員長案としてお示し

をしております。 

 本件についてご意見等ございましたら、ご発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 ないようですので、本年度の土地開発公社の議会選出評議員の構成は、資料№１０－２の割り振りと

いたします。 

 それでは、土地開発公社の議会選出評議員の氏名につきましては、資料№１１の評議員届により、５

月２１日火曜日の正午までにご提出いただきまして、次回、５月２２日の議会運営委員会で確認します

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑺ 公益財団法人議会選出評議員の推薦について 

○高橋（伸）委員長 

 次に、⑺公益財団法人議会選出評議員の推薦についてを議題に供します。 

 それでは、本件につきまして局長より説明願います。 

○大澤区議会事務局長 

 資料№１２になります。令和５年度の割振表でございます。 

 令和６年度につきましては、区長からの推薦依頼が４月２４日付で国際友好協会と文化振興事業
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団、４月１０日付でスポーツ協会についてございました。 

 推薦人数は、令和５年度と同様、各３名となっております。 

 割り振り方法は、３法人の推薦人数の合計を議員数で割った係数に、各会派の議員数を掛け、算出し

た数値を基にしております。 

○高橋（伸）委員長 

 局長の説明が終わりました。 

 令和６年度の公益財団３法人の議会選出評議員の構成につきましては、先ほどお配りしました資料

№１２－２をご覧ください。先ほど局長より説明のありました割り振り方法に基づき、委員長案として

お示ししております。 

 本件についてご質疑等ございましたら、ご発言願います。 

○安藤委員 

 割り振りについてご説明があったのですが、端的に、去年と比べて共産党は１人減っているので、あ

れなのですが、今年、スポーツ協会のほうが前回あったのが、逆でしたね。すみません。前回なかった

のが、今回。ごめんなさい。勘違いでした。失礼いたしました。 

○高橋（伸）委員長 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 ないようですので、本年度の公益財団３法人の議会選出評議員の構成は、資料№１２－２の割り振り

といたします。 

 それでは、公益財団３法人の議会選出評議員の氏名につきましては、資料№１３の評議員届によ

り、５月２１日火曜日の正午までにご提出いただきまして、次回、５月２２日の議会運営委員会で確認

しますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑻ 議会改革検討会議について 

○高橋（伸）委員長 

 次に、⑻議会改革検討会議についてを議題に供します。 

 それでは、本件について、局長から説明願います。 

○大澤区議会事務局長 

 資料№１４、令和５年度の議会改革検討会議の割り振りでございます。 

 なお、品改につきましては、ＩＣＴ推進会議以外の３つの会議について割当てがございましたが、氏

名の届出がなかったことから、メンバーには入ってございません。 

○高橋（伸）委員長 

 局長の説明が終わりました。 

 令和６年度の議会改革検討会議の構成につきましては、先ほどお配りしました資料№１４－２をご覧

ください。こちらは、令和５年度の構成を基に、現在の議会構成を踏まえて、割り振りを一部変更して

おります。 

 本案についてご意見等ございましたら、ご発言願います。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 ないようですので、本年度の議会改革検討会議の構成は、資料№１４－２のとおりでよろしいでしょ

うか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、議会改革検討会議の構成はこのようにいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議会改革検討会議のメンバーにつきましては、継続性の担保の観点から、半数程度の方は

同じ役割を引き続き担っていただくという考えでこれまで来ておりますので、その点を踏まえ、各会派

で検討してください。 

 仮に変更がない場合でも、その確認のため、資料№１５の構成員届により、５月２１日火曜日の正午

までにご提出いただきまして、次回、５月２２日の議会運営委員会で確認しますので、よろしくお願い

いたします。 

 以上で本件を終了いたします。 

                                              

２ 第２回臨時会における災害・環境対策特別委員の選任について 

○高橋（伸）委員長 

 次に、予定表２の第２回臨時会における災害・環境対策特別委員の選任についてを議題に供します。 

 本件について、局長より説明願います。 

○大澤区議会事務局長 

 臨時会における特別委員の選任についてでございますが、通例では、特別委員会の設置は、臨時会で

設置動議が提出され、新しい特別委員会が設置されることで、従来のものが消滅となります。災害・環

境対策特別委員会につきましては、調査事項の変更がないため、設置動議は不要となります。 

 委員の交代につきましては、現在の委員に辞任をしていただき、新たに委員の選任を行っていただく

ことになります。そのため、現在の委員の方に辞任願の提出をお願いいたします。用紙を配付いたしま

すので、５月２３日木曜日午後５時までに事務局にご提出をお願いいたします。 

○高橋（伸）委員長 

 説明が終わりました。 

 ご質疑等ございましたら、ご発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 ないようですので、そのように進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 ありがとうございます。 

 では、局長の説明のとおり、旧災害・環境対策特別委員会の委員には、議運終了後に委員辞任願を配

付いたしますので、５月２３日木曜日午後５時までに事務局宛てにご提出くださいますよう、よろしく

お願いいたします。 
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 以上で本件を終了します。 

                                              

３ ＩＣＴ推進会議からの報告事項について 

○高橋（伸）委員長 

 次に、予定表３のＩＣＴ推進会議からの報告事項についてを議題に供します。 

 議会資料の配付方法等について、ＩＣＴ推進会議リーダーのせりざわ委員よりご説明いただきます。

よろしくお願いいたします。 

○せりざわ委員 

 ＩＣＴ推進会議から、２点、報告をさせていただきます。 

 まず、議会資料の配付方法の変更について、これは、令和５年度のＩＣＴ推進会議においてこれまで

協議してまいりました、議会資料の電子化についてご案内させていただきます。 

 資料№１６をご確認ください。現在、本会議および委員会において配付されております資料の配付方

法をまとめた表になります。今回、ＩＣＴ推進会議で協議して、黄色の部分、塗り潰しされている箇所

を電子での配付に一本化で考えております。本日、この議会運営委員会の場において確認できました

ら、６月の第２回定例会から適用したいと考えております。 

 また、一部資料の電子化に伴い、申し合わせ確認事項の項目に、ペーパーレス会議の項目を追加した

いと考えております。こちらは、資料№１７をご確認ください。 

 続きまして、サイドブックスに掲載されております資料の保存期間について、保存年限についてご説

明します。導入当時、平成２９年の段階で、ＩＣＴ推進会議において、保存年限を５年と想定して運用

すると確認をしておりました。５年過ぎまして、容量も大分かさんできておりますので、このたび改め

て保存期間５年ということで設定をさせていただきたいと思います。こちらについては、資料№１８を

ご確認いただきまして、タブレット端末等の使用基準の中に、「クラウド文書共有システムへのデータ

格納期間」の項目を追加させていただきたいと思います。 

 また、この追加に併せまして、タブレットへアプリをインストールする際に、申請書の提出、区のア

プリについては不要とする記載に改めたいと考えております。 

 以上、２点についてご確認のほどよろしくお願いいたします。 

○高橋（伸）委員長 

 説明が終わりました。 

 ただいまのご説明に対し、ご質疑等ございましたら、ご発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 それでは、まず、議会資料の配付方法についてですが、ただいませりざわリーダーからご説明があり

ました資料№１６に記載のとおりに、第２回定例会から変更するとともに、資料№１７のとおり、申し

合わせ確認事項に追加することでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 それでは、さよう決定したいと思います。 

 項目を追加した申し合わせ確認事項については、委員会終了後、サイドブックスに掲載いたしますの

で、ご確認願います。 



－11－ 

 次に、サイドブックスに格納している資料の保存年限を５年とすること、資料№１８のタブレット端

末等の使用基準の変更について、せりざわリーダーの説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 それでは、さよう決定いたします。 

 委員会終了後、保存期間を過ぎた資料は削除いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 また、タブレット端末等の使用基準については、申し合わせ確認事項と同様に、委員会終了後、サイ

ドブックスに掲載いたしますので、ご確認願います。 

 以上で本件を終了いたします。 

                                              

４ その他 

 ⑴ 議長会への要望事項について 

 ⑵ その他 

○高橋（伸）委員長 

 次に、予定表４のその他を議題に供します。 

 まず、⑴議長会への要望事項について、および⑵その他を一括して議題に供します。 

 本件について、局長より一括して説明願います。 

○大澤区議会事務局長 

 その他⑴の議長会への要望事項についてでございますが、４月１８日の議長会総会において、議長会

として、例年どおり、令和７年度に向けて国・東京都の施策および予算に関する予算を行うことが決定

されました。要望の提出について照会がございましたので、ご案内いたします。 

 予定表に、要望事項の基準を記載しております。ⅰからⅲまでの区分がございますが、特定の区に関

する事項、特別区の自主的行財政運営に委ねられている事項は除くこととなってございます。 

 区分の１番目と２番目は、特別区議会議長会が国または東京都へ行う要望で、施策および予算に関す

る緊急かつ重要な事項となっております。 

 ３番目は、全国市議会議長会を通じて行う要望で、関東市議会議長会を通じて提出する事項でござい

ます。 

 要望がある場合は、各会派でお取りまとめいただき、資料№１９が書式でございますので、６月３日

月曜日午後５時までに事務局に電子メールにてご提出ください。 

 また、記入例といたしまして、資料№２０を添付しております。例年、要望内容について提出先より

問合せがあり、対応に苦慮することがございますので、記入例を参考に、要望の経緯、理由、具体的な

内容等、分かりやすく記述をしていただきますようお願い申し上げます。 

 各会派からの要望は、提出期限以降の議会運営委員会で、品川区議会として提出する事項として検討

を行う予定となってございます。 

 次に、⑵その他といたしまして、２点、ご案内いたします。 

 まず、１点目、区議会のホームページの議員プロフィールの確認について、資料№２１に議長のプロ

フィールを参考につけさせていただいております。それぞれ更新を行いますので、各自でご確認をお願

いいたします。 

 現在のプロフィールを各議員に配付いたします。内容についてご確認の上、２４日金曜日午後５時ま
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でに区議会事務局調査係へご提出をお願いいたします。 

 なお、資料の上段に、事務局で修正する項目は列記してございますので、それ以外の項目、特に主な

履歴につきましては必ずご確認をお願いいたします。 

 ２点目は再確認として、４月１５日に議長からご案内のございました政務活動のあらまし等の提出期

限が明日１７日金曜日でございますので、改めて周知をお願いいたします。 

○高橋（伸）委員長 

 説明が終わりました。 

 ご質疑等ございましたら、ご発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 ないようですので、それでは、要望事項を提出する場合は、資料№１９の様式に要望の経緯および理

由、具体的要望項目を記入の上、６月３日月曜日までに事務局へご提出願います。 

 また、局長より説明のありました基準にご留意いただくとともに、２３区政に共通する行政課題と

なっているもので全会派が一致できる具体的事項の要望となるよう、ご配慮をお願いいたします。 

 なお、昨年度の各会派の要望や品川区議会として提出した要望は、サイドブックスの議会運営委員会

のフォルダにある資料からご確認いただけます。各会派の要望については、令和５年６月１６日のフォ

ルダ内の資料、品川区議会として提出した要望は、令和５年６月２８日のフォルダ内の資料からそれぞ

れ閲覧できます。 

 また、特別区議会議長会ホームページにある要望活動・決議等のページにアクセスしていただくと、

昨年度の最終的に提出された各要望がご覧いただけますので、参考に申し添えます。 

 それでは、そのほかで何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○高橋（伸）委員長 

 ないようですので、以上でその他を終了いたします。 

 以上で本日の予定は全て終了いたしました。 

 次回の開催は、先ほどご案内したとおり、５月２２日水曜日午後１時からを予定しております。 

 これをもちまして、本日の議会運営委員会を閉会いたします。 

○午後１時３７分閉会 


